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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和３年１０月７日（令和３年（行情）諮問第４０５号） 

答申日：令和５年１月１６日（令和４年度（行情）答申第４６７号） 

事件名：特定文書番号の文書を収受したことが記載されている文書の不開示決

定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「労働局長宛厚生労働省労働基準局長発「令和３年２月１２日基発０２

１２第１号監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について」を収

受したことが記載されている台帳」（以下「本件対象文書」という。）に

つき，これを保有していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，令和３年５

月１９日付け愛労発基０５１９第６号により愛知労働局長（以下「処分庁」

という。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，取

消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

（１）本件対象文書は，「労働局長宛厚生労働省労働基準局長発「令和３年

２月１２日基発０２１２第１号監督指導業務の運営に当たって留意すべ

き事項について」を収受したことが記載されている台帳」であり，愛知

労働局長は，「開示請求のあった時点で保有していなかった」ことを理

由とした不開示の処分をなした。 

審査請求人は未保有を理由とする本件不開示処分に疑義を抱いている

ため，本件審査請求をすることとした。 

（２）審査請求人は本件不開示処分に対する主張の前に，本件審査請求に必

要な範囲で当該行政文書開示請求に至る経緯を記す。（略） 

   審査請求人は，公文書管理の運用上，厚生労働大臣が秘匿したい留意

事項通知の文書管理が適正に運用されているかを注視する必要を強く感

じるに至った。 

（３）審査請求人は，従前より，本件処分庁愛知労働局の労働基準部に係る

収受台帳を開示請求し入手していたため，開示実施を受けた令和２年度
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後半の収受台帳を精査したところ，令和３年２月１２日付け基発０２１

２第１号留意事項通知を収受した記載が見当たらないことに疑念を持ち，

改めて本件開示請求をしたところ，不開示処分となった。 

（４）行政機関は公文書管理法施行以前から文書取扱規則等を制定し，その

ルールに従って行政文書を取り扱ってきたところであり，公文書管理法

施行後も各省の文書管理規則に従った行政文書の取扱いをしている。愛

知労働局においても，従来より文書取扱規則に沿い，局収受文書台帳，

局発議台帳等の簿冊を整備して文書管理をしてきたはずである。 

（５）令和３年２月１２日付け基発０２１２第１号留意事項通知を収受した

記載に係る実態を整理すると，別表（略）のとおりである。 

   即ち，平成２４年度及び平成２５年度収受については，愛知労働局長

収受秘密文書台帳に記載する方法により管理されていた。留意事項通知

については，秘密区分を「秘」と指定して管理していた。 

平成２６年度収受以降は，秘密文書台帳ではなく愛知労働局長収受文

書台帳に記載する方法により管理されてきた。その後平成２９年度収受

文書台帳への記載は見当たらないが，平成３０年度収受台帳には記載さ

れている。 

その後，令和元年度及び令和２年度収受文書台帳には留意事項通知の

収受を示す記載はない。他方で，厚生労働省本省労働基準局施行簿には，

例外なく毎年度留意事項通知の発出が記載され，かつ施行簿開示におい

てもその旨開示されている。 

（６）これらの事実から，令和元年度（行情）答申第３８６号発出直後の令

和元年１２月１３日以降，発出先である都道府県労働局に対して，本省

労働基準局から留意事項通知の取扱いを慎重にするべきとの意向が示さ

れ，収受側の愛知労働局において秘密文書扱いに変更したか，あるいは

記載漏れを装った不記載の運用に変更したとの推論も否定できない。 

万一，注意不足による記載漏れであると処分庁が主張するとしても，

その公開取扱いが争われている文書の管理に係る処理が，しかも連続し

て誤ったとの主張をにわかに信じる者はいないであろう。 

（７）処分庁は，本件未取得の理由と収受文書台帳記載の運用取扱いについ

て，何ら説明をしておらず，また，秘密文書扱いにしたとするならば虚

偽の不開示理由を示したこととなり，いずれにしても本件不開示処分に

理由がなく，取り消されるべきである。従って，本件対象文書は開示さ

れるべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，令和３年５月１５日付け（同日受付）で，処分庁に対

して，法３条の規定に基づき，本件対象文書に係る開示請求を行った。 
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（２）これに対して，処分庁が令和３年５月１９日付け愛労発基０５１９第

６号により，本件対象文書の不開示決定（原処分）を行ったところ，審

査請求人がこれを不服として，同年６月２５日付け（同月２８日受付）

で本件審査請求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求については，原処分を維持することが妥当である。 

３ 理由 

（１）本件対象行政文書の特定について 

  ア 審査請求人は，厚生労働省労働基準局長が都道府県労働局長あてに

発出した「令和３年２月１２日付け基発０２１２第１号監督指導業務

の運営に当たって留意すべき事項について」（以下「本件通達」とい

う。）を収受したことが記載されている台帳の開示を求めている。 

  イ 処分庁においては，局長あて文書を接受したとき，当該文書の主務

課において，必要と認めるときには，局収受文書台帳に収受月日その

他必要な事項を記入することとされている。 

このため，処分庁においては，局収受文書台帳に記載された本件通

達の収受月日その他必要な事項が，本件開示請求の対象行政文書に該

当するものと判断しており，当該判断は妥当である。 

なお，局収受文書台帳は，総務省が，文書管理業務の業務システム

最適化計画（２００７年（平成１９年）４月１３日各府省情報化総括

責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき整備した政府全体で利用可

能な一元的な文書管理システム（以下「文書管理システム」という。）

により調整されている。 

（２）原処分の妥当性について 

ア 本件開示請求を受けて，処分庁において，局収受文書台帳を確認し

たところ，本件通達について，その収受月日その他必要な事項は記入

されていなかった。 

イ これについて，諮問庁として，処分庁に対し確認したところ，本件

通達は，厚生労働省労働基準局特定課から愛知労働局労働基準部特定

課（以下「本件主務課」という。）に対し送達されたものであり，本

件主務課において局収受文書台帳に収受月日その他必要な事項を記入

すべき文書であったが，事実として，開示請求のあった時点で，これ

らの事項が登録されていなかった。 

ウ 法に基づく開示請求権は，行政機関が保有する行政文書をあるがま

まの形で開示することを求める権利であり，開示請求に対して新たに

行政文書を作成する義務を課すものではないと解されるところ，上記

ア及びイの事実関係を踏まえると，原処分が違法又は不当とはいえな

い。 
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エ なお，諮問庁が処分庁に対し確認したところ，諮問時点において，

局収受文書台帳には，本件通達について，その収受月日その他必要な

事項が記入されているとのことであった。 

４ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求書において，原処分に対する疑義を種々述べる

が，原処分が行われた事実関係は，上記３（２）のとおりであるから，そ

の主張は失当である。 

５ 結論 

以上のとおり，本件審査請求については，原処分を維持することが妥当

である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和３年１０月７日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 令和４年１２月２２日  審議 

④ 令和５年１月１１日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求に対し，処分庁は，本件対象文書については，開示請求の

あった時点で保有していなかったため，不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，本件対象文書を保有していないことを理由

とする原処分に疑義を抱いているとして，原処分の取消しを求めていると

ころ，諮問庁は，原処分を維持することが妥当としていることから，以下，

本件対象文書の保有の有無について検討する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

諮問庁は，愛知労働局における文書受付事務について上記第３の３（１）

イのとおり説明するとともに，本件通達の受付について上記第３の３（２）

のとおり主張するので，当審査会事務局職員をして，本件通達が，厚生労

働省労働基準局特定課から本件主務課に対し送達された時点で本件主務課

において局収受文書台帳に収受月日その他必要な事項を記入していなかっ

た理由を確認させたところ，収受時点での記載漏れであったとのことであ

った。 

当審査会において，諮問庁から提示を受けた愛知労働局文書取扱規則を

確認したところ，局収受文書台帳は文書管理システムにより調整するもの

とされていることを踏まえると，審査請求人が求める本件対象文書につい

て，開示請求時に保有していないとする諮問庁の説明は否定できず，これ

を覆すに足りる特段の事情も認められない。 

したがって，愛知労働局において，開示請求のあった時点で本件対象文
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書を保有しているということはできず，不開示とした原処分は妥当といわ

ざるを得ない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 付言 

本件は，愛知労働局が処分庁宛て文書を接受したとき，当該文書の主務

課において，必要と認めるときには，局収受文書台帳に収受月日その他必

要な事項を記入することとされているが，開示請求のあった時点ではこれ

らの記入がされていなかったため，結果として，本件対象文書を保有して

いないことを理由として不開示決定されたものである。 

このことを踏まえると，本件通達を接受した時点から，局収受文書台帳

に収受月日その他必要な事項を記入しないまま放置されていたことは，不

適切であるといわざるを得ない。処分庁においては，今後同様の事態が生

じることのないようにすべきである。 

なお，原処分時においては，上記のとおり本件対象文書は不存在である

とせざるを得ないが，通常の事務運用のとおりに，文書を取得した時点で

局収受文書台帳に記入されていれば，不存在とはならなかったものである。

その後，本件通達に係る収受月日その他必要な事項が局収受文書台帳に記

入されているのであれば，開示請求文書の該当部分につき，法５条に定め

る不開示事由に該当しない範囲で審査請求人に情報提供することが望まれ

る。 

５ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，愛知労働局において本件対象文書を保有して

いるとは認められず，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 長屋 聡，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 

 


